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消費者団体訴訟制度とは 



消費者団体訴訟制度とは 

• 施行５年の見直しで行われた消費者契約法の一部改正におい
て、「適格消費者団体」に、「差止請求権」が認められた 

 

• 消費者団体訴訟制度は、消費者契約法の実効化策として位置
づけられるものであり、消費者被害の発生・拡大防止を目的とし
て導入されたもの 

 

• 意義 

• これまで消費者被害に関する訴訟について当事者適格のなかった消費者
団体に訴権を付与することにより、直接の被害者である消費者の訴え等を
待つことなく、適格消費者団体が独自の判断で、事業者の不当な行為を
差止請求しうることとなった 

• 差止請求権の法的性質：消費者の利益のために、適格消費者団体に与え
られた、固有の実体法上の権利 



差止請求権の行使主体 

• 全ての消費者団体が差止請求権を行使しうるというわけではなく、行使主体
は、内閣総理大臣の認定を受けた「適格消費者団体」に限られている（２条４
項、１３条） 

行使主体 

• 「不特定かつ多数の消費者の利益のためにこの法律の規定による差止請求
権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体（消費者基本
法第８条の消費者団体をいう。）として第１３条の定めるところにより内閣総理
大臣の認定を受けた者」（２条４項） 

• 認定制であり、認定を受けるにあたっては、非常に厳格な適格性の要件が必
要。認定の有効期間は３年。継続して活動するには３年ごとに更新が必要。 

• 意思決定機関である理事会とは別に、検討部門を設けなければならず、検討
部門には、専門委員として、①消費生活相談に関する事項について専門的知
識・経験を有する者と、②弁護士・司法書士等、法律の専門的知識・経験を有
する者の参加が必要 

適格消費者団体とは？ 



適格消費者団体の義務 

行政による監督規定・罰則 

• 適格消費者団体が、差止請求権を行使するにあたって守らなければな
らない一般的義務や行為規範が、訓示規定としていくつか定められて
おり、たとえば、差止請求権を不特定かつ多数の消費者の利益のため
に適切に行使しなければならない、差止請求権を濫用してはならない、
他の適格消費者団体と相互に連携・協力しなければならない等とされ
ている（23条） 

 

• その他にも、秘密保持義務や財産上の利益の受領の禁止、情報の提
供等、適格消費者団体やその構成員に対し、各種の義務が規定され
ている（23条から36条） 

 

• さらには、帳簿書類の作成・保存義務や、報告・立入検査、適合命令及
び改善命令等、各種の監督規定が置かれており（30条から36条）、そ
の違反に対しては罰則が設けられている（49条から53条） 



適格消費者団体の状況 

• ①消費者機構日本（COJ） 

• ②消費者支援機構関西（KC's） 

• ③京都消費者契約ネットワーク（KCCN） 

• ④ひょうご消費者ネット 

• ⑤埼玉消費者被害をなくす会 

• ⑥消費者ネット広島 

• ⑦全国消費生活相談員協会 

• ⑧消費者支援ネット北海道（ホクネット） 

• ⑨消費者被害防止ネットワーク東海 

• ⑩大分県消費者問題ネットワーク 

• ⑪消費者支援機構福岡 

認定されている適格消費者団体 

認定を受けた適格消費者団体であるかどうかは、消費者庁のホームページで確認をす
ることができる http://www.caa.go.jp/planning/zenkoku.html 

 

 



差止請求の対象となる行為① 

消費者契約法（１２条） 

 ２００７年６月７日施行 

• 不実告知 

• 断定的判断の提供 

• 不利益事実の不告知 

• 不退去 

• 退去妨害 

• 免責条項 

• 損害賠償の予定条項 

• 一般条項 

不当景品類及び不当表示防止法 

（景表法１０条）  

２００９年４月１日施行 

• 優良誤認表示 

• 有利誤認表示 



差止請求の対象となる行為② 

  特定商取引に関する法律（特商法５８条の１８～５８条の２４）  2009年12月1日施行 

  訪問販売 電話勧誘販売 通信販売 連鎖販売取引 
特定継続的役

務提供 
業務提供誘引
販売取引 

訪問購入 

不実告知 ○ ○   ○ ○ ○ ○ 

故意の事実の不告知 ○ ○   ○ ○ ○ ○ 

威迫困惑 ○ ○   ○ ○ ○ ○ 

断定的判断の提供       ○   ○ 

著しく虚偽又は誇大な表
示をする不当広告 

    ○ ○ ○ ○ 

不当条項 

（クーリングオフ妨害とな
る特約、解約等に伴う損
害賠償の額の上限を超え

る特約等） 

○ ○   ○ ○ ○ ○ 



差止請求権の行使要件 

 事業者等が 不特定かつ多数の消費者に対
して 

不当行為を、現に行い又は行う
おそれがあるとき 

• 現実に差止めの対象となる不当な行為がされているこ
とまでは必要でなく、不当な行為がされる蓋然性が客観
的に存在していれば足りる（大阪高裁平成22年3月26
日） 

「現に行い又は行うおそれがあるとき」とは 



差止請求の内容（消費者契約法の場合） 

不当勧誘行為 

（１２条１項、２項） 

• 不当勧誘行為の停止若し
くは予防 

• 不当勧誘行為に供した物
の廃棄若しくは除去 

• 是正の指示又は教唆の停
止 

• その他の当該行為の停止
又は予防に必要な措置 

不当条項 

（１２条３項、４項） 

• 不当契約条項を含む消費
者契約の申込等の停止若
しくは予防 

• 当該行為に供した物の廃
棄若しくは除去 

• 是正の指示又は教唆の停
止 

• その他の当該行為の停止
又は予防に必要な措置 



差止請求の内容（景表法・特商法の場合） 

優良誤認表示 

有利誤認表示 

• 当該行為の停止若しく
は予防 

• 当該行為が当該各号に
規定する表示をしたも
のである旨の周知 

• その他の当該行為の停
止又は予防に必要な措
置 

特商法の対象行為 

• 当該行為の停止若しく
は予防 

• 当該行為に供した物の
廃棄若しくは除去 

• その他の当該行為の停
止若しくは予防に必要
な措置 



書面による事前の請求 

• いきなり差止請求訴訟を提起するわけではなく、消費者から寄
せられた情報をもとに、まずは、問題のある事業者に対して不
当な勧誘行為や約款等の是正申入れを行い、何度かやりとりを
した結果、事業者が是正に応じない場合に、差止請求訴訟を提
起する形 

• 実際、申入れ活動の段階で、事業者が是正に応じるケースは少なくない 

• 消費者団体訴訟制度は、訴訟上の差止請求権の行使に限られるもので
はなく、裁判外の請求としても重要な機能を果たしている 

 

• 訴訟提起前に、当該事業者に対し、一定の事項（団体の名称や
連絡先、請求の要旨及び紛争の要点等）を記載した書面により
訴訟外で差止請求を行う必要がある 

• 当該書面が事業者に到達してから１週間経過後に訴訟提起可能（４１条） 



情報の公表・差止請求事例集 

• 内閣総理大臣は、消費者被害の防止・救済のために、差止請求
に係る判決（確定判決と同一の効力を有するもの及び仮処分命
令の申立てについての決定を含む）又は裁判外の和解の概要、
当該適格消費者団体の名称及び当該事業者等の氏名又は名称、
当該判決又は裁判外の和解に関する改善措置情報の概要につ
いての公表が、義務づけられている（39条） 
• これら公表の情報は、消費者庁のホームページで確認できる 

   http://www.caa.go.jp/planning/index.html 

• 各適格消費者団体のホームページでも、様々な情報を公表している 

 

• 消費者団体訴訟制度「差止請求事例集」（消費者庁、H26.3） 
   http://www.caa.go.jp/planning/25sashitomejirei.html 

 

http://www.caa.go.jp/planning/index.html
http://www.caa.go.jp/planning/index.html
http://www.caa.go.jp/planning/index.html
http://www.caa.go.jp/planning/25sashitomejirei.html


第１章 

適格消費者団体による差止請求
成果事例の全体像 
 

 

 

 

 

 

※引用図は全て、消費者庁「消費者団体訴訟制度 差止請求事例集」（平成２６年３月）によるものです 



差止請求成果事例の統計データ 

• 団体訴訟制度が導入された平成１９
年６月７日以降、平成２５年７月５日ま
での間に、全国で１１ある適格消費者
団体により差止請求が行われ、一定
の改善がなされた事例は、１１１件（１
１３事業者） 

• ひとつの事案において、複数の差止
めを行っていることから、差止の対象
となった勧誘行為・契約条項としては、
全部で２４４個となる 

• １つの差止対象行為に対して、複数
の条文を根拠に申し入れた事例もあ
り、差止の根拠となった条文としては、
３０１個となる 



消費者契約法に基づく差止請求 

• 不当条項に対する差止めが圧倒的に多い状況 

• その中でも、９条１号、１０条に基づくものだけで８割に達する 



消費者契約法に基づく差止請求 

                ～不当勧誘行為 
• 不実告知 

• プログラムソフトが実際は有料なのに、
ＷＥＢ上では無料であると表示 

• 株式公開の具体的予定がないのに、
公開予定であるとパンフに記載 

 

• 不利益事実の不告知 
• 海外留学あっせんで「看護師コース」
に進学できるよう説明しながら、その
コースに入学するための語学レベル
は非常に高く、留学してもそのレベル
に達しない可能性があるという不利
益事実を故意に告げなかった 

• 無線通信業者が、パソコンと通信契
約のセット販売において、パソコンを
格安・無料で購入できるとしながら、
他方、通信プランを中途解約した場
合には解約料が発生する旨の不利
益事実を故意に告げなかった 



消費者契約法に基づく差止請求 

                   ～不当条項 

•免責条項（８条） 

• まんべんなくあるが、瑕疵担
保責任に関するものは案外
少ない 

• 事業者の分野は多岐にわた
る 

• 不動産賃貸、予備校、ネイル・
まつげエクステサロン、通信販
売、プロ野球興業、スポーツク
ラブ、法律事務所、自動車販
売・買取業、ペット販売、ゲー
ムサイト運営、賃貸住宅保証
業、結婚式場運営業、トランク
ルーム貸業、有料老人ホーム 

 



消費者契約法９条１号に基づく差止請求 

• ９条１号に基づき差止請求がなされた条項は全部で７２個ある
が、事業者数としては５０事業者 

• 事業者の分野は多岐にわたっている 



消費者契約法９条１号に基づく差止請求 

• 差止を求めた条項の具体的な内容は、「解除・中途解約時の
違約金」に関するものが圧倒的多数 



消費者契約法１０条に基づく差止請求 

• １０条に基づき差止請求がなされた条項は全
部で１３６個あるが、事業者数としては５７事
業者 

• 事業者の分野は多岐にわたっているが、差
止の対象となった条項１３６個のうち、不動産
賃貸業に関するものが６２個と約半数を占め
ている 

• 景表法、特商法も含めて全体で３０１個なので、１０
条に基づき不動産賃貸業に関する不当条項の差止
がなされ、一定の改善がなされた事案が全体の２割
を占めていることになる 

• その他には、予備校に関するものが１０個、
自動車販売・買取業に関するものが７個、結
婚式場運営業が６個と、これらの業種が比較
的多くみられる状況といえる 

 

 



消費者契約法１０条に基づく差止請求 

• 内容も多岐にわたるが、なかでも、「賃借人の原状回復義務」「解
除・中途解約時の違約金」「解約等制限」「費用不返還」が多い 



景品表示法に基づく差止請求 

• 優良誤認表示に基づく差止めが多用
されている 

 

• 優良誤認表示（１０条１号） 

• 商品・サービスの品質、規格その他の内容
について、実際のもの、あるいは、他の事業
者のものよりも著しく優良であると誤認させる
ような表示 

 

• 有利誤認表示（１０条２号） 

• 商品・サービスの価格その他の取引条件に
ついて、実際のもの、あるいは、他の事業者
のものよりも著しく有利であると誤認させるよ
うな表示 



景品表示法に基づく差止請求 

優良誤認表示 

• 差止の対象となった表示は２０個あ
るが、事業者数としては１７事業者 

• 事業者の分野は、投資信託運用業
が１５事業者（一斉申し入れ）、予
備校と美容外科が１事業者ずつ 

 
• 目論見書における「為替ヘッジ」等とい
う表示が、同じ書面内で異なる意味で
用いられており、あたかも為替リスクが
ないか、低い商品と誤認させるおそれ
がある 

• 「科目別能力別クラス（少人数制）」と
の表示があるも、１クラス５０人だった
り、科目によっては１クラスの設定しか
ない 

• 施術により確実に若返り効果が出ると
いう誤認を招く表示 

• 「糸を通すだけの簡単な治療で顔全体
を若々しく！」等の表示が、フェザーリ
フト手術が簡単・安全であるとの誤認
を招く 

 

有利誤認表示 

• 差止の対象となった表示は４個で、
事業者数も４事業者 

• 事業者の分野は、家電製品小売業
が２事業者、法律事務所、ゲーム
サイト運営業が１事業者ずつ 

 
• ネット接続サービスとパソコンのセット
販売で、パソコンを格安で購入できる
点のみを表示し、ネット接続サービス
の月額料金や中途解約時の解約料等、
負担しなければならない金額の表示が
なかった 

• 「安すぎて不安？価格の秘密はこちら
をクリック」等、弁護士費用があたかも
標準的な弁護士費用と比較して著しく
低廉であるかのような表示 

• モバイルゲームのＴＶＣＭで、実際に無
料なのはゲームの一部であるにもか
かわらず、「無料」との音声を使用 



特定商取引法に基づく差止請求 

• 行為類型としては、訪問購入ま
で入れると７つあるが、これまで
差止請求により一定の是正がな
されたのは３つの類型のみ 

• その中でも、特定継続的役務提
供が多い状況 

• 訪問販売、電話勧誘販売の２つ
はいずれも不当条項（違約金等
の上限を超える特約）に対する
差止め 

• 特定継続的役務の９つのうち、７
つが不当条項（クーリングオフ妨
害、違約金等の上限を超える特
約）に対する差止めで、２つは不
実告知に対する差止め 



その他の法令に基づく申し入れ活動 

• 申入れの段階では、消費者契約法、景表法、特商法に限らず、
民法や借地借家法の規定を根拠に改善を申し入れ、事業者
が是正に応じたケースもある 

• 民法９０条・・・・・賃貸人による自力救済条項 

• 借地借家法４０条・・・・・短期一時使用の賃貸借契約を内容とするもの 

• 破産法５３条・・・・・賃借人が破産した場合の賃貸人による解除条項 

 



第２章 

適格消費者団体による主な差止
請求の対象とそのポイント 
 

 

 
※引用図は全て、消費者庁「消費者団体訴訟制度 差止請求事例集」（平成２６年３月）によるものです 

 



事案の大まかな分類 

1. 教育・海外留学あっせん 

2. 貸衣装、結婚式場、冠婚葬祭サービス、納骨堂 

3. 結婚相手紹介、探偵調査 

4. 通信役務提供、ソフト販売、インターネット通販 

5. 金融 

6. 医療、美容医療、エステ等 

7. 建築請負、不動産賃貸借関連、ホームセキュリティー役務
提供 

8. 弁護士、司法書士 

9. 中古自動車販売と買取 

10. 有料老人ホーム 

11. その他（スポーツクラブ利用、試合観戦、ペット売買）  



項目１ 英会話教室の受講契約における不
当勧誘行為 
• 事例数としては、１件。裁判に至った事案。 



項目１ 英会話教室の受講契約における不
当勧誘行為 

 

• 訴訟上の和解が成立 

• 差止の対象となった不当勧誘行為は今後行わな
いと約束 

• さらに、過去に不当勧誘行為を行っていたことも認
めた 

• 今後、和解内容に反して不当勧誘行為を行った場
合には、消費者に対して返金するだけでなく、当該
適格団体に対して違約金を支払うという制裁条項
も盛り込まれた 

差止請求の成果 



項目２ 予備校等各種スクールの受講契約
における不当条項 
• 事例数としては、裁判外が１４件。裁判に至ったものが１件。 



項目２ 予備校等各種スクールの受講契約
における不当条項 

• 「中途解約・受講料等の不返還に関す
る条項」は、それぞれ申入れの趣旨に
したがって、削除ないし改定された 

• 「免責条項」は削除された 

• 「事業者に一方的な変更権を与える
条項」も削除された 

差止請求の成果 



項目５ 貸衣装レンタル契約における不当
条項 
• 事例数としては、裁判外が３件。裁判に至ったものが２件。 



項目５ 貸衣装レンタル契約における不当
条項 

• 「解約時の違約金条項」「解約を制限する条
項」のいずれも、削除ないし改定がされた 

• 裁判に至った事例は、いずれも裁判上の和
解が成立しているが、うち１件は、改定前の
契約者にも改定後の規定で解約に応じるこ
と、さらには和解成立日以後、和解内容に反
する契約を行った場合には、１人あたり１０万
円の違約金を支払うとの合意がなされている 

差止請求の成果 



項目６ 結婚式場利用契約における不当条
項 
• 事例数としては、裁判外が５件。裁判に至ったものが１件。 



項目６ 結婚式場利用契約における不当条
項 

• 「申込金の不返還条項」については、削除
のうえ、解約時期に応じた解約料を差し引
いた金員が返金されるとの規定や、申込金
は取消料や期日変更手数料に充当される
との規定に改定された 

• 「中途解約時のキャンセル料条項」につい
ては、申入れの趣旨をふまえ、当初の規定
から変更がなされた。 

差止請求の成果 



項目９ 結婚相手紹介サービス契約におけ
る不当条項 

• 事例数としては、裁判外が２件。裁判に至ったものはない。 



項目９ 結婚相手紹介サービス契約におけ
る不当条項 

• 中途解約した場合の「既存会員情報
提供」料については、未経過期間に応
じて、最大１年間の日割りで返還する
との規定に改められた 

• 除名の際の払込金不返還条項につい
ては、適正な返還を行う旨規定された 

差止請求の成果 



項目１０ 探偵調査委任契約における不当
条項 
• 事例数としては、裁判外が１件。裁判に至ったものが１件。 



項目１０ 探偵調査委任契約における不当
条項 

• 「中途解約時の違約金条項」については、解約
時の処理の程度に応じて、調査料金を支払う（但
し、受任者の責による解除の場合はその限りで
ない）との規定に改定された 

• 訴訟に至ったケースでも、違約金条項の使用を
停止し、改定するとの訴訟上の和解が成立した 

• 「調査期間中の報告に関する規定」についても、
使用を停止し、改定するとの訴訟上の和解が成
立した 

差止請求の成果 



項目１９ 歯科診療契約における不当条項 

• 事例数としては、裁判外が３件。裁判に至ったものはない。 



項目１９ 歯科診療契約における不当条項 

• 「治療費の不返還条項」については、そ
れまでに治療を受けた分については返
還を求めないとの内容に改定された 

• 「中途解約を認めない条項」について
は、中途解約を認めたうえで、その際
には治療の準備や進行に応じた費用
の精算を要する旨の内容に改定された 

差止請求の成果 



項目２０ 美容外科クリニックにおける広告
表示 
• 事例数としては、裁判外が１件。裁判に至ったものはない。 



項目２０ 美容外科クリニックにおける広告
表示 

• 申入れを受けて、一度は広告表示が
改定されたものの、その後、改定前
の表示に戻った広告の折り込みが
あったことから、書面による事前の請
求（４１条請求）を行ったところ、当該
広告表示は削除ないし修正された 

差止請求の成果 



項目２１ エステサロン・美容外科クリニック
における不当条項 
• 事例数としては、裁判外が２件。裁判に至ったものはない。 



項目２１ エステサロン・美容外科クリニック
における不当条項 

• エステサロンの「損害賠償責任を免
除する条項」は、全て、削除された 

•美容外科クリニックの「違約金・キャ
ンセル条項」も、申入れの趣旨にし
たがって、一部削除、一部改定され
た 

差止請求の成果 



項目３０ 自動車売買契約における不当条
項 
• 事例数としては、裁判外が６件。裁判に至ったものが１件。 



項目３０ 自動車売買契約における不当条
項 

•いずれの条項についても、
削除されるか、申入れの
趣旨にしたがって、改定さ
れた 

差止請求の成果 



項目３２ スポーツクラブ等利用契約の不
当条項 

• 事例としては、裁判外が１件。裁判に至ったものはない。 

• なお、昨年７月以降、申入れをして改善されたものがいくつか
あり、事例数としてはもっと増えている 



項目３２ スポーツクラブ等利用契約の不
当条項 

• 「前納費用の不返還条項」「会社都合による閉
鎖・休業の場合の会費支払義務」のいずれにつ
いても、申入れの趣旨にしたがって、改定はされ
た 

• ただ、改定後の規定は一読しただけでは消費者
が会費の返還を受けられると認識することは困
難であると考えられるため、事業者に対して規定
を明確にするよう要望しており、事業者も次回改
定に向けて引き続き検討するとしている 

差止請求の成果 


